
指定の特例（みなし指定）に係る手続き等について 

 

1 手続の流れ 

 

新たに保険医療機関・薬局の指定を受けた病院，診療所，薬局に対し，介護保険に係るサ

ービス提供を行う予定（意思）の確認のため，市から通知書及び各届出様式を送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

2 介護保険サービスの実施について 

 みなし指定を受けて介護保険サービスを実施する場合には，厚生労働省令で定める人

員，設備及び運営に関する基準等に基づき，適切にサービスを提供することが必要とな 

 

 

介護保険に係るサービス提供を行う予定（意

思）がある場合 

 

下記の書類を提出する。 

・事業者状況一覧表 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出

書及び体制等状況一覧表 

・運営規程 

・指定が不要なサービス種類がある場合は指

定を不要とする申出書（様式 23号） 

 

介護保険に係るサービス提供を行う予定

（意思）がない場合 

 

・指定を不要とする申出書（様式第 23号）

を提出する。 

書類の提出により，みなし指定を受けなか 

ったこととなります。 

※不要の申出を提出後,新たに介護保険事

業所としての指定を受ける場合には指定

申請の手続きが必要になります。 

書類の提出によりみなし指定を受けたことと 

なります。（指定年月日は保険医療機関として

指定を受けた年月日となります。） 

みなし指定のため個別に指定の通知は行いま 

せん。 



ります。また,介護保険サービスを実施する場合は事業所として運営規程等を定めると

ともに，サービス提供の開始に際し,重要事項について利用申込者又はその家族に対し

あらかじめ説明を行い，同意を得る必要があります。 

 

3 介護保険事業所番号について 

   みなし指定を受けた医療機関,薬局の介護保険事業所番号については７桁の保険医療

機関コードの先頭に下記の３桁の番号を付した 10 桁の番号となります。 

   

医科の場合 「031」 

歯科の場合 「033」 

薬局の場合 「034」 

 

4 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）のみなし指定について 

   保険医療機関において,指定不要の申出が無い場合は通所リハビリテーション（介護

予防通所リハビリテーション）のみなし指定を受けることとなりますが， 介護保険の

通所リハビリテーションの施設基準や体制等が整っているかどうかの審査を行うため，

事前に書類を提出していただく必要があります。当該サービスの提供を行う際には事

前に介護保険課事業所指定係までご相談ください。 


